
令和３年９月１０日 

 

 

報 道 機 関  各 位 

 

  青森県環境生活部環境政策課 

 

青森県リサイクル製品認定制度に基づくリサイクル製品の認定について 

 

県では、リサイクル製品の使用を推進し、資源の循環的な利用、廃棄物の減量化及びリ

サイクル産業の育成を図るため、「青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条

例」に基づき、リサイクル製品の認定を行っています。 

今般、令和３年度上半期認定（第３１回認定）において、下記のとおり３事業者の４０

製品を認定しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 認 定 年 月 日 令和３年 ９月１０日 

 

２ 認定の有効期限 令和７年 ３月３１日 

 

３ 令和３年度上半期認定（第３１回認定）の概要 

【参考】現在の認定状況：認定事業者数 32事業者 認定製品数 366製品 

    青森県認定リサイクル製品パンフレット（令和３年４月）については、県ホームページか

らダウンロードできます。 

 

 

 

 

事業者 

【製造事業場】 
製品の名称 

【循環資源名】 

製品数 

新規 更新 合計 

中栄コンクリート工業（株） 

【中栄コンクリート工業（株） 高館工場】 

［八戸市大字河原木字長円坊堀 56-1］ 

SC-歩車道境界ブロック ほか 22 製品 

【産業廃棄物溶融スラグ】 
0 23 23 

さかえ農事（有） 

【さかえ農事（有） 金浜処理場】 

［八戸市大字金浜字折場沢 31-288］ 

グリーンバーク１号、グリーンバーク２号 

【バーク、鶏糞】 
0 4 4 

一沢コンクリート工業（株） 

【（株）おいらせＴＩＫ】 

［八戸市大字市川町字下田堺 4-3］ 

SC-FX 可変側溝（縦断用） ほか 12製品 

【一般廃棄物溶融スラグ】 
13 0 13 

合計  13 27 40 

～未来を変える 賢い選択～ 



 

報道機関用提供資料（連絡先） 

担当課（室） 

環境生活部 

環境政策課 

循環型社会推進グループ 

副参事（ＧＭ） 桒嶋 克幸 

主査 柴田 悠司 

電話 

番号 

内線 ６４７７ 

直通 ０１７－７３４－９２４９ 

報道監 環境生活部 次長 工藤 亨 









• 循環資源（廃棄物等のうち有用なもの）のリサイクルや、廃棄物の減量化などを図る

ため、循環資源を原材料としたリサイクル製品の内、一定の基準を満たす製品を県が

認定します。

• 認定を受けた製品は、県が行う工事などで優先的に使用します。

青森県リサイクル製品認定制度とは

認
定
を
受
け
る
に
は

募
集

•年２回募集（５月、１１月）しています。

•申請に関する相談は、随時行っています。

•リサイクル製品認定申請書、添付書類を提出してください。

•申請は無料です。

審

査

製 造

循環資源

環境保全

事
業
場

県内の事業場で製造・加工されているか。

原材料となる循環資源が主に県内で発生したものか。

環境法令等（大気、水質、悪臭等）の遵守。苦情の有無。

安全性

規 格

配合率

製
品

有害物質が土壌に溶出するおそれがないか。

必要な規格や品質が確保されているか。

循環資源の配合率基準に適合しているか。

申
請

•審査結果に基づき、知事が認定の可否を決定し、認定証を交付します。

•有効期間は約３年（製品認定の日から３年目の年度末まで有効）

認
定

認定を受けると

•製品等に認定マークを表示して販売できます。

•企業のイメージアップにつながります。

事
業
者

•優先使用指針に基づき、県発注工事などで優先的に使用します。

•パンフレットや県ホームページなどで、リサイクル製品のＰＲをします。

•県のイベントなどで、認定リサイクル製品に関する情報提供を行います。

県
で
は

メ
リ
ッ
ト


